
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　告

　示 

○
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
に
よ
り
救
急
診
療
所
を
認
定
し
た
件                       

二
九
五 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ 

　た
件                                                                     

二
九
五 

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件                         

二
九
六 

○
特
定
水
産
資
源
に
つ
い
て
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
を
定
め
た
件                         

二
九
六 

○
特
定
水
産
資
源
に
つ
い
て
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
を
変
更
し
た
件                       

二
九
六 

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
件                                         

二
九
七 

○
農
地
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
裁
定
の
申
請
が
あ
っ
た
件                   

二
九
七 

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
二
件                 

二
九
七 

　福
島
県
議
会 

○
福
島
県
議
会
委
員
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                             

二
九
八 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
四
百
七
十
八
号 

　救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
診
療
所
を
令
和
八
年
六
月
十
二
日
救
急
診
療
所
と
し
て
認
定
し
た
。 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

名
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　所
在
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　認
定
有
効
期
限 

わ
か
ま
つ
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
シ
ョ
ン

　会
津
若
松
市
一
箕
町
大
字
亀
賀
字

　令
和
一
一
年
六
月
一
一
日 

ク
リ
ニ
ッ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　北
柳
原
二
五
番
地
の
一 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
地
域
医
療
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
四
百
七
十
九
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
八
年
六
月
三

十
日
か
ら
同
年
十
月
三
十
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県

県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
二
本
松
市
産
業
部
商
工
課
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
六
月
三
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

ベ
イ
シ
ア
安
達
店

　福
島
県
二
本
松
市
油
井
字
福
岡
百
四
十
番
地
一
ほ
か 

二

　変
更
し
た
事
項 

１

　大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ベ
イ
シ
ア 

代
表
取
締
役

　相
木

　孝
仁 

群
馬
県
前
橋
市
亀
里
町
九
百
番
地 

株
式
会
社
オ
ー
ト
ア
ー
ル
ズ 

代
表
取
締
役

　野
田

　晋
作 

埼
玉
県
本
庄
市
早
稲
田
の
杜
一
丁
目
二
番
一
号 

株
式
会
社
ワ
ー
ク
マ
ン 

代
表
取
締
役

　小
濱

　英
之 

群
馬
県
伊
勢
崎
市
柴
町
千
七
百
三
十
二
番
地 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ベ
イ
シ
ア 

代
表
取
締
役

　相
木

　孝
仁 

群
馬
県
前
橋
市
亀
里
町
九
百
番
地 

株
式
会
社
オ
ー
ト
ア
ー
ル
ズ 

代
表
取
締
役

　野
田

　晋
作 

埼
玉
県
本
庄
市
早
稲
田
の
杜
一
丁
目
二
番
一
号 

株
式
会
社
ワ
ー
ク
マ
ン 

代
表
取
締
役

　大
内

　康
二 

群
馬
県
伊
勢
崎
市
柴
町
千
七
百
三
十
二
番
地 

２

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
（
小

売
業
を
営
む
者
の
入
店

　二
件
） 

三

　変
更
し
た
年
月
日 

令
和
八
年
四
月
一
日
ほ
か 

四

　届
出
年
月
日 

令
和
八
年
六
月
十
七
日 

五

　届
出
を
し
た
者 

株
式
会
社
ベ
イ
シ
ア 

株
式
会
社
オ
ー
ト
ア
ー
ル
ズ 

株
式
会
社
ワ
ー
ク
マ
ン 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
四
百
八
十
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
五
条
第
一
項
の
新
設
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
八
年

六
月
三
十
日
か
ら
同
年
七
月
三
十
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
産
業
振
興
部
産

業
チ
ャ
レ
ン
ジ
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
六
月
三
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

（
仮
称
）
ニ
ト
リ
い
わ
き
店

　福
島
県
い
わ
き
市
鹿
島
町
久
保
梅
田
一
番
一 

二

　法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
い
わ
き
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要 

１

　交
通
に
係
る
事
項 

店
舗
沿
い
の
道
路
に
つ
い
て
、
鹿
島
小
学
校
の
通
学
路
及
び
小
名
浜
第
一
中
学
校
の
通
学
区
域

と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
工
事
期
間
中
も
含
め
、
児
童
・
生
徒
の
通
行
の
安
全
確
保
に
十
分
に

意
を
用
い
て
い
た
だ
き
た
い
。 

２

　騒
音
の
発
生
に
係
る
事
項 

㈠

　福
島
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く
騒
音
指
定
施
設
設
置
の
届
出
を
行
い
、

騒
音
指
定
施
設
を
設
置
し
た
後
は
、
敷
地
境
界
に
お
け
る
規
制
基
準
を
遵
守
し
、
騒
音
等
の
苦

情
が
申
し
立
て
ら
れ
た
場
合
、
誠
意
を
も
っ
て
対
応
し
、
必
要
に
応
じ
た
対
策
を
行
う
こ
と
。 

㈡

　大
規
模
小
売
店
舗
届
出
書
中
、
「
六

　大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事

項
（
四
）
荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯
」
は
「
午
前
六

時
か
ら
午
後
十
時
」
と
記
載
が
あ
る
が
、
特
に
早
朝
及
び
夜
間
の
大
型
車
両
の
走
行
及
び
荷
さ

ば
き
作
業
等
に
つ
い
て
、
近
隣
住
民
等
に
配
慮
し
、
騒
音
等
の
苦
情
が
申
し
立
て
ら
れ
た
場
合
、

誠
意
を
も
っ
て
対
応
し
、
必
要
に
応
じ
た
対
策
を
行
う
こ
と
。 

３

　廃
棄
物
の
発
生
に
係
る
事
項 

㈠

　産
業
廃
棄
物
の
処
理
を
委
託
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
交
付
及
び
交
付
し
た

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
写
し
の
保
存
を
適
正
に
行
う
こ
と
。 

㈡

　廃
棄
物
の
保
管
に
つ
い
て
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
で
規
定
す
る
保
管
基

準
を
遵
守
す
る
こ
と
。 

４

　そ
の
他 

㈠

　建
築
工
事
に
対
し
て
近
隣
住
民
か
ら
振
動
に
関
す
る
苦
情
が
当
所
へ
申
立
て
ら
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
誠
意
を
も
っ
て
対
応
し
、
必
要
に
応
じ
て
対
策
を
と
る
こ
と
。
ま
た
、
営
業
開
始
後

も
、
苦
情
等
が
申
し
立
て
ら
れ
た
場
合
に
は
、
関
係
機
関
に
指
導
等
を
仰
ぐ
な
ど
し
て
、
誠
意

を
持
っ
て
対
応
す
る
こ
と
。 

㈡

　市
道
区
域
に
工
作
物
等
を
設
置
す
る
場
合
は
、
道
路
法
第
三
十
二
条
に
基
づ
く
道
路
占
用
許

可
を
受
け
る
こ
と
。 

㈢

　市
道
の
整
備
に
関
す
る
工
事
を
行
う
場
合
は
、
道
路
法
第
二
十
四
条
に
基
づ
く
道
路
工
事
施

行
承
認
を
受
け
る
こ
と
。 

㈣

　行
政
財
産
（
水
・
道
）
に
工
作
物
等
を
設
置
す
る
場
合
は
、
行
政
財
産
使
用
許
可
を
受
け
る

こ
と
。 

㈤

　県
道
と
市
道
が
接
す
る
部
分
で
、
道
路
占
用
許
可
、
道
路
工
事
施
行
承
認
、
行
政
財
産
使
用

許
可
を
受
け
る
場
合
は
、
道
路
区
域
を
確
認
す
る
た
め
、
改
め
て
県
及
び
市
と
協
議
を
行
う
こ

と
。 

三

　法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要 

意
見
書
の
提
出
な
し 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
四
百
八
十
一
号 

　漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
ま
さ
ば
及

び
ご
ま
さ
ば
太
平
洋
系
群
並
び
に
ま
だ
ら
本
州
太
平
洋
北
部
系
群
に
関
す
る
令
和
八
管
理
年
度
（
令
和

八
年
七
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
六
月
三
十
日
ま
で
）
に
お
け
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
を
次
の
よ
う
に

定
め
た
。 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

一

　ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
太
平
洋
系
群 

　１

　知
事
管
理
区
分

　福
島
県
ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
太
平
洋
系
群
漁
業 

　２

　配
分
す
る
数
量

　本
県
に
配
分
さ
れ
た
都
道
府
県
別
漁
獲
可
能
量
（
現
行
水
準
）
の
全
量 

二

　ま
だ
ら
本
州
太
平
洋
北
部
系
群 

　１

　知
事
管
理
区
分

　福
島
県
ま
だ
ら
本
州
太
平
洋
北
部
系
群
漁
業 

　２

　配
分
す
る
数
量

　本
県
に
配
分
さ
れ
た
都
道
府
県
別
漁
獲
可
能
量
（
試
行
水
準
）
の
全
量 

（
水

　産

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
四
百
八
十
二
号 

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
く
ろ
ま
ぐ

ろ
（
小
型
魚
）
に
関
す
る
令
和
八
管
理
年
度
（
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
）
に
お
け
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
た
。 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 
一

　上
半
期
（
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
） 

　１

　知
事
管
理
区
分

　福
島
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
漁
業
（
上
半
期
） 

　２

　配
分
す
る
数
量

　二
十
二
・
八
ト
ン 

二

　下
半
期
（
令
和
八
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
） 

　１

　知
事
管
理
区
分

　福
島
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
漁
業
（
下
半
期
） 

　２

　配
分
す
る
数
量

　七
・
二
ト
ン 

（
水

　産

　課
） 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
四
百
八
十
三
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
柳
津

中
・
南
部
地
区
に
係
る
県
営
農
村
集
落
基
盤
再
編
・
整
備
事
業
（
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）
を
行

う
た
め
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
。
こ
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
六
月
三
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　縦
覧
に
供
す
る
書
類 

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し 

二

　縦
覧
の
期
間 

令
和
八
年
七
月
一
日
か
ら 

（
二
十
一
日
間
） 

同

　
　
　
　月
二
十
一
日
ま
で 

三

　縦
覧
の
場
所 

柳
津
町
役
場 

四

　そ
の
他 

こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
福
島
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ま
た
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
こ
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業

計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内
に
、
福
島
県
を
被
告
と

し
て
、
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
四
百
八
十
四
号 

　農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
八

年
四
月
二
十
八
日
付
け
で
公
益
財
団
法
人
福
島
県
農
業
振
興
公
社
（
福
島
県
農
地
中
間
管
理
機
構
）
か

ら
次
の
と
お
り
農
地
を
利
用
す
る
権
利
（
以
下
「
利
用
権
」
と
い
う
。
）
の
設
定
に
関
す
る
裁
定
の
申

請
が
あ
っ
た
。 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

一

　農
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積 

所
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　地
番

　
　
　地
目

　面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
） 

田
村
市
滝
根
町
菅
谷
字
寺
畑

　一
四
九
番

　田

　
　一
、
〇
〇
八 

同

　市
滝
根
町
菅
谷
字
堂
田

　四
三
番

　
　田

　
　
　
　六
三
五 

同

　市
滝
根
町
菅
谷
字
堂
田

　四
五
番

　
　田

　
　
　
　六
三
二 

二

　農
地
の
利
用
の
現
況 

水
稲
の
栽
培
で
利
用 

三

　農
地
に
つ
い
て
の
申
請
者
の
利
用
計
画
の
内
容
の
詳
細 

水
稲
の
栽
培
で
利
用 

四

　希
望
す
る
利
用
権
の
始
期
及
び
存
続
期
間
並
び
に
借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額 

１

　始
期

　令
和
九
年
四
月
一
日 

２

　存
続
期
間

　九
年
九
月 

３

　借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額

　九
七
、
七
五
〇
円 

五

　農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す

る
と
認
め
ら
れ
る
理
由 

当
該
土
地
は
、
地
域
計
画
区
域
内
の
農
用
地
等
で
あ
り
、
借
受
希
望
者
が
明
確
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

福
島
県
農
業
振
興
公
社
農
地
中
間
管
理
事
業
の
実
施
に
関
す
る
規
程
第
六
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合

す
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
。 

六

　そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項 

（
記
載
な
し
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
振
興
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
四
百
八
十
五
号 

　土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

　
　令
和
八
年
六
月
三
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　土
砂
災
害
警
戒
区
域 

  
 

 

土
砂
災
害
の
発
生

 
 

区

　域

　名 

区

　
　
　
　域 

原
因
と
な
る
自
然 

区
域
の
範
囲 

 

現
象
の
種
類

　
　

  

黒
岩

　
　
　

 

会
津
若
松
市
門
田
町
大
字
黒
岩
字
石

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
の
と
お
り 

 

高
甲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二

　土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域 

  
 

 
 

区
域
の
範
囲
及
び 

 
 

 

土
砂
災
害
の
発
生 

自
然
現
象
に
よ
り 

 

区

　域

　名 

区

　
　
　
　域 

原
因
と
な
る
自
然 

建
築
物
に
作
用
す 

 

現
象
の
種
類

　
　

 

る
と
想
定
さ
れ
る 

 

衝
撃

　
　
　
　
　

  

黒
岩

　
　
　

 

会
津
若
松
市
門
田
町
大
字
黒
岩
字
石

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
の
と
お
り 

 
高
甲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
砂
防
課
及
び
当
該
土
砂
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災
害
警
戒
区
域
又
は
当
該
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
所
管
す
る
福
島
県
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
砂

　防

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
四
百
八
十
六
号 

　土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

　
　令
和
八
年
六
月
三
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　土
砂
災
害
警
戒
区
域 

  
 

 

土
砂
災
害
の
発
生

 
 

区

　域

　名 

区

　
　
　
　域 

原
因
と
な
る
自
然 

区
域
の
範
囲 

 

現
象
の
種
類

　
　

  

玉
坂
１
号

　
白
河
市
双
石
玉
坂

　
　
　
　
　
　
　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り 

 

千
田
１
号

　
同

　市
東
千
田
字
正
札

　
　
　
　
　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

二

　土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域 

  
 

 
 

区
域
の
範
囲
及
び 

 
 

 

土
砂
災
害
の
発
生 
自
然
現
象
に
よ
り 

 

区

　域

　名 

区

　
　
　
　域 

原
因
と
な
る
自
然 
建
築
物
に
作
用
す 

 

現
象
の
種
類

　
　

 
る
と
想
定
さ
れ
る 

 

衝
撃

　
　
　
　
　

  

玉
坂
１
号

　
白
河
市
双
石
玉
坂

　
　
　
　
　
　
　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り 

 
 

千
田
１
号

　
同

　市
東
千
田
字
正
札

　
　
　
　
　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

　（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
砂
防
課
及
び
当
該
土
砂

災
害
警
戒
区
域
又
は
当
該
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
所
管
す
る
福
島
県
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
砂

　防

　課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
議
会

　
　
　
　
　
　
　
　

 

 

福
島
県
議
会
委
員
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

福
島
県
議
会
議
長

　矢

　吹

　貢

　一

　

 

福
島
県
議
会
規
則
第
二
号 

福
島
県
議
会
委
員
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
議
会
委
員
会
傍
聴
規
則
（
平
成
十
六
年
福
島
県
議
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
及
び
第
二
特
別
委
員
会
室
」
を
「
、
第
二
特
別
委
員
会
室
及
び
第
三
特

別
委
員
会
室
」
に
改
め
る
。 

第
十
二
条
第
二
項
中
「
退
場
」
を
「
退
室
」
に
改
め
る
。 

附

　則 

　こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
議

　事

　課
） 
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